
1 
 

公立大学協会 

【１．入学時の学力・資質要件の確認方法について】 

 
＜質問内容＞ 
〇 現在の学力・資質要件の確認方法は、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、

高校等が、レポートの提出や面談等により、本人の学修意欲や進学目的等を確認し、大

学等への進学後は、その学修状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合に

は支援を打ち切るとしているが、これらの考えを引き続き、継続するべきか。 

 
＜御意見等＞ 

 
・支援打ち切りは致し方無いと考える。 
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【２．進学後の学修状況等に関する要件について】 

 
＜質問内容＞ 
〇 現在の支援対象者の要件（大学等進学後の学修状況等に関する要件（以下、「学業要件」

という。））として、「廃止」「警告」の要件を引き続き、継続するべきか、あるいは何ら

かの見直しを図るべきか。 
特に、現在の３つの要件である、「修得した単位数の割合」、「授業への出席率」、「GPA

等の成績評価」それぞれの基準についてどのように考えるか。 

  
（１）「廃止」（支援打切り）の要件 

  次の①～④のいずれかに該当するとき 
① 修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと 
② 修得した単位数の合計数が標準単位数の５割以下であること 
③ 履修科目の授業への出席率が５割以下であることその他の学修意欲が著しく低

い状況にあると認められること 
④ 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること（｢停止｣の場合を除く） 

  ※ 上記のうち、学業成績等が著しく不良である場合は、学年の始期に遡って取り消す。 
  ※ 令和５年 10 月より、２回連続で「警告」となった場合のうち、２回目の「警告」

が「GPA 等が学部等における下位４分の１の範囲に属すること。」のみである場合、

「停止」とし、次回の学業成績の判定の際、「廃止」、「警告」に該当しなければ支

援を再開する措置を実施 
 
 （２）「警告」の要件 

    次の①～③のいずれかに該当するとき 
① 修得した単位数の合計数が標準単位数の６割以下であること 
② GPA 等が学部等における下位４分の１の範囲に属すること 
③ 履修科目の授業への出席率が８割以下であることその他の学修意欲が低い状況

にあると認められること 
 

＜御意見等＞ 

 

・出席率は、授業形態等により精度に欠ける場合がある。精度を上げるためにかかる労力

は負担が重く、もっとシンプルな要件にする方が学生の納得度や大学間の対応の差が埋ま

ると思われる。 
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【３．学業要件の特例について】 

 
＜質問内容＞ 
〇 その他、学業要件において、やむを得ない事由等がある場合には、「廃止」又は「警告」

区分に該当しないこととしているが、これらの考えを引き続き、継続するべきか。 

 

 （特例①） 

災害傷病、その他の事由やむを得ないがある場合は、「廃止」又は「警告」区分に該

当しない。 

  

（特例②） 

次に該当する場合は、GPA 等が下位４分の１であっても、「警告」区分に該当しない。 

・ 教育課程の特性（学生等の所属する学部等の教育課程と密接に関連した、確認大

学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資

格等を十分に取得できる水準にあると見込まれる場合） 

・ 児童養護施設の入所者等（社会的養護を必要とする者で、確認大学等における学

修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合） 

 

＜御意見等＞ 

 

  ・継続すべきである。 
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【４．学校内での学修支援・生活支援について】 

 
＜質問内容＞ 
〇 各学校では、学校生活で学生等が直面する様々な問題や諸課題等に対し、「学生相談室」

や「学習支援センター」等の部署等を設け、学生生活がより充実したものとなるよう支

援や援助等を行っていると承知しているが、本制度利用者で学業要件により「廃止」や

「警告」となった学生等に対して、どのような学修支援や生活支援を行っているか。 

 

＜御意見等＞ 

・合理的配慮が行われている学生については、それ以上の配慮はしていない。 

 

 

 

 

【５．学生等の修学状況について】 

 
＜質問内容＞ ※ 把握できる範囲で御教示ください 
〇 学業要件で「廃止」となった学生等のうち、中途退学した学生等がいる場合、その主

な理由について、どのような傾向があるか。（例：転学、学校生活不適応・修業意欲低下、

経済的困窮、学力不振など） 
また、学業要件で「廃止」（または「停止」）となった学生等のうち、GPA 等が下位４

分の１の範囲に連続して該当することによる学生等がいる場合、どのような傾向がある

か。（例：１回目の「警告」となっても修業意欲が低下したままなど） 
このような学生等のうち、３．の特例を設けていることに加え、やむを得ない事由等と

して何らかの斟酌をするべき余地がある場合として、どのようなものがあるか。 
 

＜御意見等＞ 

 ・勉学意欲の低下。 

 ・不登校。 

 ・ＧＰＡのみならず、上位にあがること自体が厳しい（他の学生も同様に勉学に励んで

いる）ため、学習意欲の問題ではない。 

 

 

 

 

 

  



5 
 

【６．高等教育の修学支援新制度に関する御意見】※任意回答 

 
＜質問内容＞ 
〇 その他、本制度に関する御意見 

※ 今回の見直しの対象事項でない御意見については、今後の検討の参考とさせていた

だきます。 

 
＜御意見等＞ 

 
 
 
 
 




